
 
 

事 務 連 絡 
平成１９年 ３月 ２日 
 

   都道府県 
各指定都市 児童委員、主任児童委員事務担当者 殿 

  中 核 市 
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課 
 

 
児童委員、主任児童委員の活動に対する必要な情報提供等について 

 
 
民生委員・児童委員、主任児童委員活動の推進につきましては、平素よりご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。 
 さて、近年、家庭や地域の子育て機能の低下や、児童虐待事件や少年犯罪が相次ぐなど、 
子どもや家庭等を取り巻く環境が複雑・多様化している中で、地域の住民に最も身近な民

生委員・児童委員、主任児童委員には、これらの問題への適切な関わりが求められている

ところです。 
 標記につきましては、別添のとおり、当省において開催いたしました全国厚生労働関係

部局長会議（平成１９年１月１６日）及び全国児童福祉主管課長会議（平成１９年２月２

３日）でご配慮をお願いしてきたところであります。民生委員・児童委員、主任児童委員

活動には、日頃から地域住民の状況を適切に把握しておくことが重要でありますが、一部

の自治体におかれましては個人情報の保護に関する法律の施行や地域住民のプライバシー

意識の高まりなどを受けて、民生委員・児童委員、主任児童委員に対しても情報提供に慎

重となるあまり、児童、妊産婦、母子家庭等の実情を把握するために必要な情報が届かず、

児童虐待防止等の活動に支障が生じている地域があるとの報告を受けております。 
民生委員・児童委員、主任児童委員につきましては、民生委員法で守秘義務が規定され

ており、職務上を知りえた個人の身上に関する秘密は守られていることから、各自治体に

おかれましては、活動の重要性をご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき

特段のご配慮をお願いいたします。 
また、地域住民に対しても、民生委員・児童委員、主任児童委員制度の正しい理解が得

られるようご配慮をお願いいたします。 
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妊婦健診の公費負担の拡充について

内容

○ 妊婦が、健診費用の心配をせずに、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、公費負担を拡充。

○ 現在、地方財政措置されていない残りの９回分について、平成２２年度までの間、国庫補助（１／２）と地方財政

措置（１／２）により支援。

○ 都道府県は、平成２０年度中に妊婦健康診査支援基金（仮称）を造成する。（条例の制定等）

９回

個人負担又は
市町村の任意助成

＜現状＞

５回
市町村

国
１／２

約790億円

程度

市町村
１／２

約790億円

程度

５回
市町村

＜拡充案＞

９回 国庫補助

地方財政措置
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（案）

妊婦健康診査臨時特例交付金（仮称）の概要

１ 目的
近年、出産年齢の上昇等により、健康管理がより重要となる妊婦が増加

傾向にあるとともに、経済的な理由等により健康診査を受診しない妊婦も
みられ、母体や胎児の健康確保を図る上で、妊婦健康診査の重要性、必要
性が一層高まっているところである。

このため、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊
婦健康診査に必要な経費を交付することにより、安心して妊娠・出産がで
きる体制を確保することを目的とする。

２ 交付金の規模
平成２０年度二次補正予算（案）額 ７９０億円

３ 交付金の交付先
交付金は都道府県に対し、その申請に基づいて交付する。

なお、交付金は補助金等適正化法の適用の対象とする。

４ 交付金事業の実施
交付金は、平成２０年度中に都道府県に基金を造成することとし、この

基金を活用して、平成２２年度末まで支出することができるものとする。
なお、平成２２年度末に残余財産が生じた場合は、国庫に納付する。

※ 基金を造成する場合は、各都道府県において年度内に基金にかかる
条例等の制定を行う。

５ 交付対象事業
母子保健法第１３条に基づき、市町村が委託する病院・診療所又は助産

所において実施する妊婦の健康診査について、交付の対象とする。

６ 交付額
別に定める算定方法に基づき、各都道府県に配分する。各都道府県は、

管内市町村から妊婦健診に係る実施計画を審査の上、その費用に対して交
付する。

７ 補助率
国１／２、市町村１／２
※ 市町村には、地方交付税が措置される予定
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